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補足事項等

・下水道課からの事前確認通知書は受益者負担金や区域外申請につ
いてお客様に伝わらないというトラブルを防ぐためのもの。確実に
手渡すこと。
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・令和５年度から下水道法第１６条の規定に基づく公共下水道施設
における工事等承認申請書も提出が必要になった。下水道法第１６
条には公共下水道管理者以外の者は、公共下水道管理者の承認を受
けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持
を行うことができると規定されているため、この１６条の申請が必
要となる。

・国道、県道については道路管理者との協議の際に書類を渡す必要
があるので、提出部数が多くなっている。計画工事工程表も必要。

・私道の場合は、その私道の所有者がわかる全部事項証明書と公図
、及びその所有者の承諾書が必要となる。全部事項証明書について
は、引き込む土地のものではなく、占用する私道のものを提出する
こと。

・法定外公共物の場合は、法定外公共物を管理する町内会や土地改
良区の同意書と公図が必要となる。
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・記載する内容は、上流人孔と下流人孔の位置、取出し位置の上流
人孔からの距離と下流人孔からの距離、取付管全延長と道路占用距
離と官民境界から公共ますまでの距離、取付管の管径管種、公共ま
すの三方かフリーインバートかなどのタイプ、公共ますの深さ、道
路幅員、接道状況、敷地境界など。

・記載する距離などについて、人孔からの距離や取付管距離が竣工
図面と現地で異なる事例が散見される。施工業者から提出された竣
工図面の情報を下水道台帳に反映させているので、正確な情報を記
載すること。
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・取付管同士の設置間隔が狭いと施工性も悪く、場合によっては
本管の強度低下につながり、維持管理作業にも支障となる恐れが
あるため、付近の既設の取付管から新規の取付管は芯から芯で１
ｍ以上間隔を開けること。

・掘削の影響幅から人孔までの距離が１．２ｍ未満となる場合、
人孔の周囲も本復旧するよう道路部局から指示される。
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・道路管理者は、どのように掘削し、どのように復旧するのかを
重視するので、作成の際には十分留意すること。

・図面には、掘削幅、本復旧時の影響幅、占用物件の管種管径、
占用延長、側溝幅等の距離を明記すること。

・給水管と排水管両方を取り出す場合には、どちらがどの管かが
わかるように異なる色で記載すること。

・本復旧の影響範囲と構造物の離隔が１．２ｍ未満の場合は、道
路管理者から構造物周囲も本復旧をするよう指示される。
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・占用の許可をした道路管理者は、申請の計画図に対して許可し
ているため、原則申請図面通りに施工をしなければならない。出
来形や施工方法が申請と異なる場合には、なぜ申請通りに施工す
ることができなかったのかの理由を求められる。県道については
、変更許可の手続きや始末書等の対応などが必要となる場合有。
事前調査を念入りに行って申請図面を作成するようにすること。
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・冬期期間前の本舗装については余裕をみて１１月までに終わる
よう計画すること。そこから逆算して、取出しの施工自体は１０
月までに行うように計画すること。
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・法定外公共物は旧富山市地域については市役所内の道路河川管理
課、旧富山市地域以外については大沢野行政サービスセンター内に
ある土木事務所建設課で確認することができる。
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・株式会社INPEXパイプラインのガスパイプラインは北陸自動車道
に沿って布設されており、さらに婦中大橋西口から北へ向かって
県道富山環状線に布設されている。
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・独自の様式の承諾書や契約書を提出される場合があるが、承諾内
容が不足しており受付できない場合があるため、ホームページに掲
載されているこの様式を使用すること。

・承諾書については、原則土地所有者本人の自署だが、法人の場合
は記名押印でも可。
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・耐震性を確保するため可とう性のある支管を使用すること。
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・下水道が整備されてから何十年もたっている富山市の中心部な
どでは、下水道本管の劣化に伴い、管更生が行われている箇所有
。
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・ハンドルの締込み不良の場合、下水道管内に地下水や土砂が流
入し、道路陥没が発生する可能性があるため、締込みは確実に行
うこと。また、ハンドルの回転数は、本管の管種やメーカーによ
って違うため、必ず施工前に確認してから施工すること。
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・人孔から直接公共ますを取り出す場合、原則、申請地に下水道
本管が面してなく、起点人孔からしか取り出せないという場合に
のみ認めている。単純に本管が深いからという理由だけでは認め
ていない。施工上本管から取り出すことが極めて困難で、起点人
孔以外から取り出したい場合については、先に維持管理部門の施
設管理センターか東、西上下水道サービスセンターと協議をする
必要有。
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・削孔位置は人孔のコンクリートブロックのつなぎ目と１０ｃｍ
以上離すこと。

・人孔内のタラップを避けて内副管を設置できない場合はタラッ
プを移設すること。
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・転圧不足等による道路面の沈下があった場合、道路管理者から
施工のやり直しを指示されることがあるため、締固めは十分に行
うこと。
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・県道と国道については、道路管理者に渡す分と給排水サービス
課で保管する分が必要となるので２部ずつ提出。
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・交換の申請については施工前に行うこと。

・宅内排水設備も施工する場合については、排水設備の申請の中
に含めることができるため、別途交換の申請は不要。

・変換ソケットとして陶管内に入れてゴム輪接続できる製品も使
用可。
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・撤去の申請については施工前に行うこと。
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・陶管の場合の処理は陶管キャップかもしくは陶管ソケットと塩
ビキャップでキャップ止め。
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